
宇部市告示第 １０２  号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第２項の規定に基づき、使

用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

 

 

令和８年４月２８日 

 

 

宇部市長  篠 﨑 圭 二     

 

 

１ 委託業務 

  火葬場使用料の徴収業務 

 

２ 受託者 

  兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 

  日本管財株式会社 

  代表取締役社長 福田 慎太郎 

 

３ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 


